
 

2024 年 10 月 25 日 

株式会社みずほ銀行 

 

令和 6年東京都中小企業制度融資「金融機関提案融資」取り扱い開始について 

 

株式会社みずほ銀行（頭取：加藤 勝彦）は、中小企業の抱える課題や東京都の政策課題

解決のため、当行独自のノウハウ及びネットワークを活用した令和 6 年度東京都中小企業

制度融資「金融機関提案融資」(※)（東京信用保証協会保証付）（以下「金融提案」）の取

り扱いを開始します。具体的な融資商品は以下のとおりです。 

（※）東京都の政策課題等の解決に資するため、金融機関が独自のノウハウやネットワークを活用

し、専門機関、自治体や地域中小企業支援機関等と連携して行う経営支援を取り入れた制度融資 

 

１．「金融提案」概要 

対象企業 ・都内に住所を有する東京信用保証協会を利用可能な中小企業者 

・外部人材の活用等により、新たな時代の働き方への取り組みの推進を図る 

または取り組みの推進を図る予定の中小企業者 

資金使途 運転資金・設備資金 

借入金額 最大 280 百万円 

借入期間 10 年以内（据置期間 1年以内を含む） 

適用金利 当行所定の適用金利 

信用保証料 信用保証料 0.2%分を東京都が補助 

特徴 ・外部人材に関する相談において、ニーズに即し、株式会社みずほ   

ココナラ（以下「みずほココナラ」）(※1) の紹介や東京都等が実施す

る専門相談窓口や人材活用セミナーを案内 

・希望する中小企業に対し、みずほココナラが提供する法人向け EC 型ス

キルマーケットと及び様々な人材を紹介するエージェント事業を紹介 

等 

※1 2024 年 1 月に設立された各種サービスを通じ経営・人材課題の解決を事業とする企業。 

    みずほココナラ HP: https://coconala.com/mizuho_coconala 

※2 一部お取り扱いできない店舗があります。 

※3 当行所定の審査の結果、ご希望にそいかねる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

  ※4 本商品のお申し込み、商品内容等詳細につきましては、最寄りのみずほ銀行へ 

   お問い合わせください。 

 



 

２．「金融提案」スキーム 

  

 

 

 

  〈みずほ〉は、本金融提案の取り扱いを通じて、外部専門機関等と連携し、外部人材

活用に取り組む中小企業者のお客さまへの支援を強化するとともに、地域社会の発展と

地域経済の活性化に貢献していきます。 

 

以 上 

(※1) すべてのお客さまへご提供するサービス 

(※2) 希望するお客さまへご提供するサービス 


